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明
治
十
年
以
前
の
紙
特
流
遁
欺
祝

イ
ン
プ
レ
l

シ
ョ
シ
の
原
因
及
が
そ
の
諾
現
象

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
封
ナ
る
政
府
の
針
策

イ
ン
ア

υ
1
シ
ョ
ン
の
限
界
と
克
服

は

し

カ1

き

こ
の
論
文
の
封
象
は
、
明
治
十
一

i
十
四
年
目
イ
ン
フ

V

シ
ョ

Y
て
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
闘
す
る
わ
た
し
自
身
の
論
理

的
思
索
の
昼
間
押
を
、
そ
の
握
史
(
モ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ

ω時
代
の
特
殊
左
諸
保
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
現
貨
の
歴
史
で
も
あ
る
)
り
研

究
に
よ
っ
て
避
け
た
い
と
い
う
希
望
の
下
に
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
沿
い
て
は
、
付
イ

γ
ブ
レ
ー
カ
J

ョ
Y

の
本
質
把

握
を
現
貨
に
よ
っ
て
検
詮
す
る
こ
と
、
ロ
イ
Y

フ
レ
シ
ョ
ン
の
本
質
を
明
惟
に
把
握
す
る
こ
と
の
決
定
的
友
重
要
さ
を
智
明
す
る
こ



と
に
焦
黙
を
合
せ
つ
つ
、
イ
ン
ア

ν

シ
ョ

y
下
山
諸
現
象
の
究
明
、
及
び
イ
γ
フ
レ

Y

ョ
ン
に
封
ず
る
政
府
の
針
策
を
検
討
し
た
。

芭

b
K
イ
ン
フ
レ
l
シ
ョ

Y

の
政
策
性
に
も
筒
豊
作
言
及
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

第
二
早

明
治
十
年
以
前
の
紙
融
市
流
遁
獄
況

徳
川
封
建
性
心
崩
壊
後
、
明
治
政
府
は
絶
釘
主
義
政
権
と
し
て
心
自
己
を
確
立
す
る
と
共
に
、
安
本
白
木
源
的
蓄
積

ω
強
力
的
遂
行

を
そ
の
歴
史
的
使
命
と
し
て
裂
足
し
た
。
明
治
初
期
の
幣
制
は
、
新
政
植
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
使
命
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
モ
の
使
命
の
遂
行
に
は
巨
額
の
財
政
質
金
を
必
要
と
す
る
に
釘
し
、
モ
れ
が
調
建
は
主
と
し
て
不
換
紙
幣
の
蛮
行
に
上

b
た
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
太
政
官
札
等
凶
種
の
紙
幣
が
相
女
い
て
強
行
さ
れ
、
己
こ
に
明
治
初
期
幣
制
の
索
飢
の
端
絡
が
開

か
れ
る
。
強
力
な
封
抗
勢
力
を
も
づ
幼
弱
な
新
政
植
に
よ
っ
て
稜
行
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
紙
幣
は
、
営
然
強
制
遇
用
力
を
持
ち
得
ず
、
太

政
官
札
の
如
き
は
政
府
の
極
々
な
釦
制
策
に
も
か
か
わ

b
ず
一
上
貨
に
封
し
て
六
割
除
白
下
落
を
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
政
府

が
絶
封
主
義
的
強
力
的
雌
制
策
を
拙
棄
し
、
経
済
法
則
に
則
し
た
方
策
ピ
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
も
な
く
殆
ど
解
消
す
る
(
五
年
)
。

さ
ら
に
陵
藩
置
牒
(
四
年
)
に
よ
り
絶
封
的
覇
擦
を
確
立
し
た
新
政
棲
が
、
こ
の
権
力
に
よ
っ
て
新
紙
幣
を
強
行
し
(
五
年
)
、
右
む
凹

紙
幣
を
漸
失
こ
れ
に
統
一
整
理
す
る
方
策
を
立
て
る
に
亘
っ
て
、
こ
こ
に
幣
制
整
備
の
縮
口
が
開
か
れ
て
〈
る
。
か
〈
て
以
後
明
治
十

年
に
至
る
ま
で
政
府
紙
幣
は
安
定
し
、
銀
紙
の
差
は
こ
れ
を
洋
銀
の
市
場
債
格
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

を
最
高
と
し
て
九
年
(
六
月
)
に
は
一
一
国
と
た
っ
て
い
ム
。

紙
券
に
は
こ
の
ほ
か
に
、

八
年
三
月
)
の
一
・

O
豆
一
国

政
府
紙
幣
の
整
理
・
資
木
の
木
源
的
蓄
積
を
目
的
と
す
る
園
立
銀
行
僚
令
(
五
年
企
布
)
に
基
づ
い
て
裂

行
さ
れ
た
正
貨
先
換
の
銀
行
券
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
相
次
ぐ
入
超
・
金
銀
比
償
資
動
に
よ
る
金
・
銀
の
海
外
流
出

ω
た
め
強
行
不
能
に

グ
明
治
初
期
的
イ
ン
フ
レ
2
T

シ
ョ
ン
d

第
七
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四
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部
七
十
用
品
世

陥
り
、
そ
の
流
遁
額
は
九
年
に
至
る
ま
て
は
極
め
て
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ

ι。

グ
明
治
初
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
d

ノ、、
豆王

第
六
時
国

O 

註

ω
二
年
主
月
。
布
告
に
よ
り
、
五
ヶ
年
聞
に
す
べ
て

E
貨
と
交
換
し
、
期
限
内
に
交
換
未
済
の
も
の
医
封

L
て
は
年
六
八
万
円
利
子
を
附
す
こ
と
を
約

京
し
た
の
で
あ
る
。
国
み
に
明
治
五
年
期
限
が
到
識
し
た
が
交
換
を
日
行

L
得
ず
、
主
年
・
六
年
の
布
告
に
よ
っ
て
金
札
引
換
公
債
謹
書
ー
と
交
換
さ

せ
る
乙
去
に
し
た
が
畏
〈
は
新
紙
弊
主
一
党
換
さ
れ
た
(
「
組
幹
整
理
始
末
報
片
」
開
地
前
期
財
政
経
神
史
料
集
成
骨
十
一
春
一
九
三
貰
)

ω
「
貨
政
考
要
」
明
拍
前
期
尉
政
経
許
史
料
集
成
事
十
一
ニ
省
二
三
一

t
二
瓦

ω
本
簡
の
伎
越
に
闘
し
よ
り
詳

L
〈
は
拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
の
成
立
」

(
「
経
沸
論
議
」
第
七
十
一
二
替
第
六
競
)
を
参
照
さ
れ
た
い

第
二
章

イ
ン
プ
レ

I
V
ョ
Y

の
原
因
及
び
そ
の
諸
現
象

さ
て
新
紙
幣
は
首
初
り
登
行
目
均
H
H
紙
幣
U
統
一
よ
り
抱
一
枕
し

τ
一
時
の
歳
入
不
足
D
補
填
(
す
な
わ
ち
燥
替
蛮
行
祇
樟
)
・
開
拓
使

へ
の
貸
付
・
矯
替
舎
一
服
庭
介
質
金
等
に
支
同
さ
れ
て
漸
次
増
強
の
傾
向
を
示
し
、
こ
れ
が
来
る
べ
き
イ
ン
フ
レ

l
y
ョ
ン
の
遠
因
に
左

っ
た
の
で
は
あ
る
。
他
方
、
明
治
九
・
十
年
に
は
波
落
士
絞
り
反
乱
が
頻
獲
し
、
熊
本
敬
紳
黛
の
飢
・
秋
月
白
慨
・
千
葉
の
飢
等
が
相

衣
ぎ
、
十
年
一
月
四
南

ω役
が
勃
護
し
た
。
十
一
年
以
後
の
イ
ン
ア
レ

1
シ
ョ
ン
は
宥
臼
ょ
う
左
紙
幣
増
強
傾
向
を
遠
因
と
し
、
西
南

む
役
の
戟
費
調
達
を
直
接
の
原
因
と
し
て
後
生
し
た
。
し
た
が
っ
て
以
下
k
b
h
て
は
、
右
の
戦
費
白
調
達
が
イ
ン
フ
レ
の
原
因

ι友

る
ゆ
え
ん
が
先
ず
解
明
さ
れ
る
。

明
治
九
年
木
の
園
債
総
額
は
五
二

O
O
高
園
、
さ
ら
に
十
年
に
は
金
録
公
債
一
七

0
0
0高
岡
山
登
行
が
設
定
さ
れ
て
居
り
、
か
か

る
抗
勢
M
h
b
い
て
は
公
債
白
民
間
公
募
に
よ
る
政
費
調
達
は
不
可
詑
ぜ
あ
り
ま
た
そ
の
徐
裕
も
な
か
っ
た
。
モ
己
て
、
戟
費
は
も
ヲ
ば

b
女
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
。

的
第
十
五
銀
行
よ
り

ω借
入
金
。
こ
山
説
明
の
た
め
に
は
、
園
主
銀
行
保
令
の
改
玉
(
九
年
)
に
遡
る
必
要
が
あ
る
。

薗
立
銀
行
券



む
蛮
行
が
著
し
〈
困
難
で
あ
り
、
モ
む
流
通
が
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
づ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
と
れ
を
僚
令
改
正
の
経

済
的
原
因
と
す
れ
ば
、
政
治
的
原
因
は
華
土
族
白
出
家
録
庭
分
J

し
あ
る
。
す
た
わ
ち
政
府
は
百
一
額
の
金
録
公
債
の
護
行
を
企
因
し
て
い
た

が
、
モ
の
償
格
の
下
落
に
よ
る
奮
封
建
的
支
配
階
級
の
動
指
を
恐
れ
、
彼
等
士
資
本
制
生
産
に
引
き
い
れ
る
た
め
に
僚
令
を
改
正
し
た
白

て
あ
ふ
。
改
正
保
令
に
よ
れ
ば
、
公
債
を
低
営
と
し
て
銀
行
券
企
郡
江
行
し
、
モ
の
先
換
準
備
は
経
来
の
金
貨
を
慶
し
て
政
府
紙
幣
と
し

て
い
か
。
己
白
改
正
を
契
機
と
し
て
右
大
臣
岩
倉
具
闘
を
中
心

計

152，345 

149，926 
147，637 
155，233 

119，149 

165，697 
164，354 

159，366 

153，302 

一
下

「Ti←

53，878 97，614 

52，566 96，556 822 

8年 45，818 ]01，55生 32'{ 

9主E 47.700 105，880 1，684 

10年 93，835 1]，961 13，164 

II年 11日.800 19，618 25，139 

12生F 114，190 16，118 33.752 

13年 1Cミ，412 16，528 34，398 

14年 1105，905 ユ3，000 34.375 

第]表

ヰヂ両証雇孟訴事罰語
v明
時
初
期
の
イ
ツ
フ
レ
?
シ
ゴ
シ
H
H

仕) 12月末日現在，盟行紙幣のみは12月平均

(引 10今以降り合計は臨府紙幣，融行杭幣のみ

(3) 紙幣整問扮末報告前掲ニO四頁及び明治財政

史第十二巻一四0頁及V'i貨政考要」前掲四九

八~五O四頁

と
す
る
華
族
に
よ
っ
て
計
叢
さ
れ
た
の
が
第
十
五
銀
行
ゼ
あ
る
。

時
あ
た
か
も
西
南
心
役
に
際
し
職
費
調
達
に
迫
ら
れ
て
い
た
政

府
は
、
金
録
公
債
護
行
前
に
依
詮
香
を
下
附
し
て
同
銀
行
を
設

立
世
し
め
、

強
行
紙
幣
総
額
中
一
五

0
0
高
闘
を
低
利
(
年
王

を 分

野す
た " 官
。入

れ
る
と

と
に
し

反
針
給
付
と
し
て
種
々
白
便
宜

同
判
堺
腕
上
納
金
。
こ
れ
に
よ
る
も
の
は
一

O
高
固
で
あ
る
。

制
政
府
紙
幣
の
増
強
。
損
傷
紙
幣
の
交
換
準
備
と
し
て
備
え

τ
い
た
新
紙
幣
の
中
か

b
二
七
O
O寓
闘
を
登
行
し
た
。

か
く
し
て
戦
費
綿
額
は
四
二

O
O再
闘
に
遣
し
、
古

b
に
十

一
年
一
一
一
月
に
強
行
さ
れ
た
繰
替
護
行
紙
幣
八

O
O
高
国
飴

が
あ
る
か

b
、
合
計
五

0
0
0
高
固
と
な
る
。
こ
の
工
う
に
戟

第
七
十
四
巻

一λ
六

葬
式
按



M
M

明
治
初
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
μ

第
七
十
凹
怨

三
八
士

第
六
按

費
は
す
べ
て
、
な
ん
戸
口

ω償
値
関
係
に
基
づ
く
こ
と
な
さ
「
世
舎
生
産
物
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
の
純
需
見
」
た
る
不
換
紙
幣
心
強
行

に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
営
時
白
紙
作
流
通
欣
況
は
第
一
表
の
示
す
遁
り
で
あ
一
る
。

註
川
大
陸
大
減
刷
は
紙
特
闘
に
「
不
日
金
時
岳
債
説
書
を
強
行
せ
P
D

る
へ
き
K
よ
り
、
今
国
立
謀
行
株
A
T

を
改
正
L
出
澄
香
子
以
て
融
行
を
創
立

せ
し
む
る
o

と
き
は
、
其
迩
締
帝
国
の
遣
を
得
る
を
以
て
或
は
究
債
格
低
下
に
至
る
の
謹
な
か
b
ん
。
然
ら
一
は
則
ち
一
は
以
て
華
十
族
の
困
難
を
克
れ

L

め
」
と
述
べ
て

ν
る
(
「
貨
政
考
要
」
前
掲
四
六
五
頁
)

間
拙
稿
前
掲
二
九
頁

ω
銀
行
峰
令
に
よ
れ
ば
義
行
額
り
四
分
の
一
の
準
備
を
要
す
る
の
に
政
府
貸
上
分
に
限
り
百
分
の
五
と
し
た
と
k
等
々

四
ー
六
頁
)

附
明
治
財
政
且
第
十
二
春
一
一
九
貰

ω
問
精
保
「
最
迂
の
物
慣
問
題
」
パ
ン
キ
シ
グ
四
三
瓦

(
「
貨
政
幸
要
L

前
掲
四
七

さ
て
、
イ
Y

フ
レ
シ
当

Y
白
研
究
に
あ
っ

τは
、
紙
幣
の
流
通
量
と
貨
幣
の
流
遁
必
要
量
と
の
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
が
出
護
射

と
た
る
。
そ
己
て
問
題
は
、
右
の
よ
う
に
し
て
権
力
に
よ
っ
て
創
誼
増
裂
さ
れ
た
不
換
紙
幣
は
、
貨
幣
の
流
遁
必
要
最
に
謝
し
て
如
何

松
方
伯
は
「
我
が
流
用
紙
幣
の
遁
度
は
、

其
以
上
一
干
高
固
を
増
加
す
る
毎
に
必
ず
拾
銭
心
開
差
を
生
じ
た
る
を
知
れ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
イ
Y

フ
レ
建
生
前
の
紙
幣
流
通
D

友
る
開
係
に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。

明
治
十
年
の
現
数
乃
ち
一
億
鈴
固
に
し
て

遁
度
が
、
具
し

τ松
方
伯
の
い
う
よ
う
陀
一
億
固
で
あ
っ
た
か
苔
か
、
こ
の
黙
の
努
明
を
も
合
せ
て
営
時
の
貨
幣
流
通
必
要
量
を
析
出

す
る
己
と
に
し
よ
う
。

そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
怠
る
の
は
、

本
位
貨
と
紙
幣
と
の
聞
に
お
け
る
打
歩
の
有
無
及
び
物
債
て
あ
る
。

第
一
表
に
よ
れ
ば
六
l
九
年
の
遁
貸
綿
額
は
約
一
億
五
干
高
固
で
あ
り
、
内
紙
幣
流
遁
額
は
約
一
億
闘
で
あ
る
。
銀
(
嘗
時
わ
が
閣
は
、

J

貨
質
的
に
は
担
本
位
闘
で
あ
っ
た
)
紙
の
差
は
、
既
越
の
上
う
に
八
1
九
年
五
銭
以
下
て
あ
一
り
、
九
年
(
六
月
)
に
は
消
滅
し
て
い
る
。
さ

ら
に
物
債
に
つ
い
て
与
れ
ば
、
明
治
六
年
を
一

O
O
と
し
て
七
年

l
一
O
一
一
、
八
年

l
一
O
豆
、
九
年

l
一
O
一
と
殆
ど
鍵
佑
L
て
h



た
い
。
し
た
が
っ
て
一
億
五
千
高
聞
は
営
時
の
貨
幣
流
通
必
要
量
に
適
合
し
た
流
通
量
一
乙
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

一
億
園
は

秘
方
偵
の
一
言
う
よ
う
に
「
流
用
紙
幣
白
遁
度
」
と
思
わ
れ
る
。

流
通
必
要
量
が
右
白
通
り
て
あ
っ
た
と
き
、
な
ん
ら
〆
の
債
値
閥
係
に
基
ず
〈
こ
と
た
〈
夜
行
さ
れ
た
五
干
高
闘
に
よ
る
不
撫
紙
幣
が
、

ナ
ベ
て
必
要
量

t
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
む
解
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

註

(2) (1) 

明
拍
十
七
年
九
月
松
方
伯
O
祉
育
領
事
高
橋
新
吉
氏
へ
の
千
紙
「
明
泊
財
政
良
」
事
十
一
巻
一
一
一
六
頁

潟
謹
直
七
「
稿
本
日
本
金
融
且
諭
」
八
九
ー
l
丸

O
頁

さ
亡
遁
設
に
よ
れ
ば
、
不
換
紙
幣
の
現
賢
の
流
通
量
が
貨
幣
の
流
通
必
要
量
を
超
え
、
紙
幣
が
「
減
慣
L

す
る
こ
と
を
も
っ
て
直
ち

に
イ
Y

フ
V
l
シ
ョ
ン
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
い
と
は
一
言
え
な
い
。
若
し
己
の
立
場
に
立
っ
た
ら
ぼ
、
岡
橋
教
授
が
明
決
に
指

摘
し
て
居

b
i
る
よ
ろ
に
、
先
ず
第
一
に
J

ン
7
ν
l
シ
ョ
ン
時
に
治
け
る
紙
特
「
減
慣
に
の
固
定
性
は
説
明
て
吉
ゅ
な
い
。
宜
な
る
流

通
手
段
と
し
て
白
紙
幣
の
「
減
傾
L

位
、
流
通
手
段
と
し
て
の
形
態
現
定
に
お
け
る
貨
幣
(
金
)
の
「
減
債
上
と
同
じ
く
回
定
性
を
も
た

な
い
か

b
て
あ
る
ロ
し
か
る
に
物
侵
D

一
般
的
騰
貴
白
、
相
首
期
間
に
わ
た
る
存
続
に
反
映
さ
れ
る
と
と
ろ
の
「
減
慣
L

D
固
定
性
こ

モ
イ
ン
フ

v
l
シ
ョ
ン
の
一
特
徴
て
あ
る
ロ
第
二
に
モ
れ
は
イ
ン
フ

ν
l
シ
ヨ

y
時
白
物
債
騰
貴
の
名
目
性
を
否
定
す
る
と
と
に
在
る
。

紙
幣
の
流
通
量
が
必
要
量
を
超
え
た
時
に
生
ず
る
と
己
ろ
白
需
給
の
不
均
衡
に
も
と
ず
く
物
侵
騰
貴
は
、
長
期
的
に
は
慣
値
関
係
に
も

と
ず
く
賀
質
的
な
騰
貴
に
他
な
b
た
い
か

b
て
あ
る
。
最
後
に
モ
れ
は
「
減
債
L

白
煙
を
解
消
せ
し
め
、
イ
ン
フ
レ
シ
ョ

Y
そ
の
も

白
を
否
定
せ
ぜ
る
を
得
な
く
な
る
。
需
給
白
不
均
衡

L
商
品
債
値
の
増
加
l
商
品
償
値
と
償
格
と
の
背
離
む
解
消
↓
貨
幣
金
一
国

1
紙

幣
一
因

l
「
減
債
」
白
解
消
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
遁
設
の
飲
陥
は
、
モ
れ
が
債
格
標
準
の
問
題
を
見
失
っ
た
こ

ιに
白

来
ず
る
心
で
あ
る
。
イ
ン
ブ

ν
l
シ
ョ

y
D
本
質
は
、
不
換
紙
幣
が
必
要
量
以
上
に
登
行
さ
れ
る
と
と
を
通
じ
て
債
格
標
準
の
切
下
に

。
明
治
初
期
中
イ
ン
ア
レ
1

シ
ョ
ン
uu

第
七
十
四
巻

三
八
八

第
六
競



グ
明
治
相
期
目
イ
シ
フ
レ
1

シ
ョ
ン
d

第
士
十
回
巷

一
二
凡
丸

第
六
披

四

至
る
勲
に
あ
る
o

す
な
わ
ち
流
通
必
要
量
を
超
え
る
紙
幣
白
増
登
ー
そ
の
代
表
す
る
金
量
白
減
少

i
債
格
標
準
白
事
質
上
白
切
下
と
た

っ
て
「
減
債
」
は
固
定
し
、
商
品
債
格
は
名
目
的
に
騰
貴
す
る
白
て
あ
る
。
と
明
う
の
は
、
例
え
ば
債
格
標
準
が
事
買
上
半
分
に
切
下

b
れ
る
と
、
一
一
回
金
貨
と
等
債
関
係
に
あ
っ
た
商
品
は
紙
幣
二
闘
と
交
換
さ
れ
る
よ
う
に
左
担
、
よ
り
以
ム
由
紙
幣
白
増
裂
が
起
ら
な

い
限
り
商
品
債
格
白
よ
り
以
上
白
費
動
を
ひ
き
起
す
要
因
は
ど
こ
に
も
左
く
、
し
た
が
っ
て
商
品
債
格
は
こ
の
黙
で
安
定
し
固
定
化
す

る
か

b
て
あ
る
。
さ

b
に
こ
の
場
合
、
商
品
債
値
及
び
貨
幣
債
値
に
は
な
ん

b
D
変
化
も
生
じ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
債
格
騰

「
計
算
貨
幣
の
機
能
の
問
魁
」
と
し
て
把
握
さ
れ
左
け
れ
ば
な

貴
は
名
目
的
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ

γ
は、

b
な
い
。
モ
こ
で
以
下
に
ゐ
い
て
は
、
営
時
の
債
格
標
準
の
事
質
よ

1
経
済
上
の
切
下
の
検
出
が
問
題
と
な
る
。
わ
が
園
は
こ
む
蛍
時

賢
質
よ
銀
本
位
閣
で
あ
っ
お
か

b
、
債
格
標
準
と
し
て
の
機
能
を
果
す
貨
幣
は
営
然
銀
て
あ
る
。
明
治
十
年
に
お
い
て
一
固
銀
貨
は
、

六
・
豆
二

O
五

O
O匁
の
銀
を
含
ん
て
い
た
。
流
通
必
要
量
一
億
五
干
高
固
に
封
し
て
、
債
値
闘
係
に
基
ず
く
こ
と
殺
さ
不
換
紙
幣
五

事 O
質 O
ム O
二高
五固
形が
だ新
け た
切 に
下増
ら 護
れさ
た れ
こた
とり
に で
たあ
る，)る
。か

ら

一
国
紙
幣
心
代
表
す
る
銀
量
は
四
・
八
九

O
一
二
七
五
匁
と
な
わ

J

、
債
格
標
準
は

か
く
し
て
明
治
十
一
年
以
降
の
イ
ン

7
v
l
シ
ョ

γ
は
、
西
南
戟
費
の
調
達
方
法
が
そ
白
原
因
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
ぽ
な
ら
左
い
。

以
下
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ
y
下
白
諸
現
象
を
観
察
し
よ
う
。

註
川
別
甑
同
繁
民
は
「
紙
幣
の
減
傾
」
か
与
イ
ン
ア
レ
物
債
を
説
明
せ
ん
と
す
る
通
設
を
、

ωも
し
と
の
立
場
に
立
て
ば
紙
幣
は
債
植
物
唱
と
な
る
、
防
「
祇

館
債
伍
」
の
低
下
は
そ
の
生
産
に
世
智
的
に
必
要
な
労
働
時
刷
円
低
下
を
意
味
す
る
こ
と
忙
な
る
、

ωこ
の
場
合
紙
幣
は
債
値
尺
度
概
龍
を
演
ず
る

こ
と

r
な
る
と
し
℃
「
金
の
債
値
が
低
下
し
た
場
合
の
そ
れ
と
何
島
区
別
さ
れ
」
な
く
な
る
左
批
列
L
亡
居
ら
れ
る
(
飯
出
繁
「
物
慣
の
理
論
的
研

究
L

玉

O

一頁)。

ζ

れ
は
誼
設
が
イ
シ
フ
レ
物
債
の
名
目
性
を
否
定
す
る
と
と
に
な
る
こ
と
を
正
し
〈
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ω
岡
橋
保
「
紙
幣
流
通
の
法
則
と
貨
幣
致
註
設
」
(
九
大
経
済
問
中
研
究
第
十
八
春
第
三
披
)
参
照



同
開
岡
橋
前
掲
参
照

ω
拙
稿
前
掲

切
と
の
計
針
は
主
の
よ
う
に
し
て
行
い
得
る
o
p
白
8
8
0
X
H
g
C
E
D
E
C
U
有田口一司
DCC世
円
苧
即
日
誌
A
聖
伊
作
品
回
目
。
白
日
口
官
伊
可
申
。

2
8
g
q

おむ
O
自問
H
H
H
B
O
H
M日
世
。
門
廿
酬
町
田
g
o
G
B
狩
ー
パ
リ
明
言
r
R旧
日
明
小
作
封
印
。

諸
物
侵
中
、
米
償
及
び
銀
債
白
勝
賞
は
最
も
甚
だ
し
い
戸
第
二
表
参
照
)
。

14年

10.49 

12年

203 

136 

132 

(:1::包〉
28，3 

。，6::14匂.5!::4¥;1.644 0.139 
千阿

7.267 

グ
明
治
初
期
白
イ
ン
ノ
レ
?
シ
ョ

y
d

203 

130 

8，231 

7，705 

156 

114 

1.777 

3，877 

117 

103 

6，880 
千羽

10，980 

100 

四
刊
仰

1.696 

3.8.5 

1.477 

3.8.9 

1.212 

3.8.1 

1日目9

3.0.5 

担貨図!

に封ずる
紙幣蛸絡

l 凶鍛につき
倫 敦宛|志片
参荒:ls1 3.11.8 
替相場|

世界全|勺慰古
銀比慣 l

同

1.038 

米
債
騰
貴
の
原
因
は
、
ィ
γ
7
v
に
よ
る
も
白
の
外
に
、

明
治
十
|
十
四
年
中
十
二
年
以
外
は
す
べ

18.16 

瀧津直七「稿本日本金融史論|一二三頁、明

治財政且第卜二巻一五六~七頁、紙符整理前抱

ニO五頁、 「貨幣制度調査官報告」明治前期財

政輝君号車料集成第十二佳一九九~ニ00頁、東

洋組事弁新報社「明治犬正岡勢総理」一六O頁。

第

¥¥&:pjた明治 "仕

l項目¥¥ 四年| よ よ寸

米国 116
米債指数
東京重要
品物由指
穀

入超

針金貨
閣入超

金貨
流出高

18.05 17.94 

第
七
十
四
巷

γ
年
年
作
を
下
山
叫
ヲ
た
た
め
一
、
需
給
関
係
を

通
ず
る
市
場
債
格
の
費
動
た
る
嬰
素
が
加
わ

っ
た
と
と
、
及
び
米
商
舎
所
に
沿
け
る
投
機

に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

卦ミ

な
お

償
腕
貴
に
つ
い
て
「
明
治
十
年
地
租
駿
減
の

患
あ
る
や
、
農
家
既
に
此
時
よ
わ
一
其
生
計
に

頗
る
徐
裕
を
生
じ
、
尋
て
間
十
一
年
以
降
米

傾
向
州
り
に
騰
貴
せ
し
寺
以
て
其
牧
獲
の
牛
を

賓
却
す
る
も
柑
平
時
に
超
温
ナ
"
の
の
刺
潤
争

得
る
に
歪
白
、
農
家
の
生
計
面
白
を
一
餐
せ

り
。
而
し
て
其
飴
絡
は
既
ね
之
を
外
園
品
の

一ニ九

O

CJi. 

第
六
披



v
明
治
初
期
の
イ
ン
フ
レ

T
シ
ョ
シ
M
M

表

A B 1 c D 

地 明均 I:V守←A

治明米債租
治七米f宵

f古午
政 十円 寸ーに
正 . ，亡

減年の債米目
一→よ

<7) ノ"-l ニf害る] 検 -る

蚤 九割J 租よ 10合
例。 年合 及る 4 

σJ てF書唱 "' 司F 1"]壬計 2<三

寸ー l'司

閣家
5ち
34 13 

地 銘

主 34 55 56 56.5 

』、
32 A 42 

f官 32 32 32 
人

メil- 旬以

言十 100 100 1口D 100 

第

平野義太郎「日本資本主

義粧台。機構」三O頁。

貯主
入
に
供
用
せ
ら
れ
た
る
主口
G'l 
L一二二

と ハ

す
る
見
角干
カ'

第
七
十
向
者

ブL

第
六
掠

あ
る
。
す
な
わ
ち
米
債
騰
貴
は
全
農
民
を
潤
し
た

こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
た
見
解
は
誤
謬
て
あ

る
。
小
作
人
の
杢
勢
働
生
産
物
む
分
回
比
率
を
示

す
第
一
二
表
に
よ
れ
ば
(
同
表
仕
一
反
世
牧
獲
未
・
小
作

料
の
紹
卦
最
が
地
租
改
正
段
査
例
の
ま
ま
不
麗
な
る
と
k
、

及
川
日
小
作
人
取
得
分
は
す
え
て
甑
米
と
た
る
乙
と
を
但
定

但
し
と
れ
は
大
間
に
和

v
て
正
賞
な
偲
定
と
思
わ
れ
る

ー
し
て
い
る
o

従
う
て
小
作
人
取
得
寧
は
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
)
。
地
主
白
取
得
介
は
半
ば
を
超
え
、
女
第
に
増
加
し
て
い
る
。
し
か
も
D

は
十
一
l
一
一
十
年
白
平
喝
米
慣
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
十
一
年
以
降
に
於
け
る
米
債
騰
貴
及
び
十
五
年
以
降
の
金
容
を
考
慮
に
入
れ
る

と
き
、
子
ン
プ
レ
時
の
地
主
取
得
率
は
さ
ら
に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
小
作
人
取
得
分
は
、
自
家
消
費
が
堅
倒
的
で
あ
円
。

こ
と
、
及
び
農
家
購
入
品
の
騰
責
主
考
慮
す
る
と
き
小
作
人
及
び
小
自
作
農
白
家
計
は
寧
ろ
悪
化
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
地
主
の

優
位
は
、
耕
地
総
反
別
中
、
小
作
地
が
明
治
六
年
の
コ
二
・
一

O
だ
か

b
十
六
年
の
三
六
・
七
五
%
ヘ
増
加
し
た
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
米
債
騰
貴
の
恩
恵
は
も
つ
ば
ら
地
主
花
開
L
、
彼
等
は
そ
白
徐
剰
購
買
力
主
輸
入
品
の
一
購
入
に
あ

τた
も
の
一
と
推
測
さ
れ
る
。

衣
に
銀
債
騰
貴
に
つ
い
て
松
芳
伯
は
、
先
の
引
用
に
懐
い
て
「
明
治
十
三
四
年
聞
紙
幣
最
低
下
の
時
は
護
行
紙
幣
白
古
同
は
萱
億
七
八

干
高
固
に
上
れ
り
。
而
し
て
其
相
場
は
宣
固
七
八
拾
銭
の
聞
に
あ
り
し
。
左
す
れ
ぽ
萱
億
徐
闘
心
趨
度
に
超
過
せ
し
七
八
千
高
聞
の
紙

幣
は
乃
ち
世
上
通
貨
の
影
法
師
に
し
て

:
-
Y」
と
述
。
へ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
明
治
十
年
白
流
通
必
要
且
南
京
、
格
方
伯
の
い
う
「
紙
幣



流
通
の
遁
度
」
た
る
一
億
固
と
一
致
す
れ
ば
主
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
雨
者
は
一
致
合
ず
、
後
者
は
先
に
明
か
に
し
た
よ
う
に
一
億
主

干
高
園
て
あ
る
c

し
た
が
っ
て
松
方
伯
が
ど
こ
で
述
べ
て
い
る
数
壊
的
設
明
は
成
立
し
な
い
。
既
遠
の
よ
う
に
不
換
紙
幣
の
増
強
に
上

る
債
格
標
準
の
事
宜
上
の
切
下
牽
は
二
五
%
で
あ
る
か
ら
、
そ
わ
に
上
る
銀
債
の
燃
費
率
は
女
の
方
持
て
計
算
ぞ
き
る
。
今
一
国
銀
貨

の
含
む
銀
量

3
匁
と
す
れ
ば
、
債
格
標
準
が
事
寅
上
明
下
ら
れ
た
時
の
一
国
相
官
銀
量
は
一

τて
あ
る
。
そ
し
て
主
こ
の
銀
量

a
匁
の
銀
量
一
か
何
聞
に
相
営
す
一
る
か
は
次
の
4
1
に
上

が
一
固
と
し
て
表
示
さ
れ
、
新

b
し
い
事
賃
上
の
債
格
標
準
に
な
る
の
だ
か

b
、

っ
て
計
算
さ
れ
る
。

H
E
C

日

目

叶

印

お

|

叫

割

問

l

p

H

M

-

H

H

H

1同
口
問
i
M
M
H
H
F
U
R

か
く
て
債
格
標
準

ω事
質
上
の
却
下
に
よ
む
従
来
の
一
一
国
銀
貨
は
一

-
一
コ
=
一
固
に
た
る
。
第
二
表
に
よ
れ
ば
、
銀
貨
一
闘
に
劃
す
る
紙

幣
債
格
は
十
三
年
一
・
四
七
七
回
、

十
四
年

-
六
九
六
国
(
最
高
位
向
年
四
月
了
七
九
五
回
)
と
去
っ
て
い
て
右
の
計
算
と
相
常
く
い

遺
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
遺
の
一
イ
y
フ
レ
中
に
お
け
る
腿
績
的
入
超
の
た
め
、
木
作
貨
眠
る
銀
に
封
す
る
需
要
が
増
大
し
た
こ
と
、

及
び
銀
に
封
す
る
投
機
に
上
る
も
の
で
あ
る
。
大
限
大
薮
郷
の
洋
銀
取
引
所
設
立
に
闘
す
る
太
政
大
臣
へ
の
上
申
書
中
に
も
、

取
調
候
虚
:
:
、
重
に
空
相
場
取
引
の
致
す
所
に
有
之
。
現
A
T
に
至

p
J」
は
蒼
来
洋
銀
に
闘
係
の
商
伯
漏
り
之
が
取
引
を
在
す
の
み
た

b
ず
、
傭
丁
役
央
等
の
如
き
宣
銭
の
貯
ヘ
ム
す
き
も
心
も
亦
泊
中
て
之
に
熱
中
し
、
其
取
引
の
需
額
平
均
日
に
百
高
弗
に
下
ら
ず
し
と
述
べ

て
い
る
。
さ
て
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
米
債
・
銀
債
の
騰
貴
の
根
本
原
閃
は
、
不
換
紙
幣
の
増
強
を
遁
ず
る
債
格
標
準
の
明
下
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ζ

の
黙
を
見
失
っ
た
と
こ
ろ
に
後
抗
の
イ
ン
フ
レ
針
策
の
誤
謬
の
源
泉
が
あ
る
。

「
百
方

註

(2) (1) 

明
治
尉
政
良
第
十
二
巻
一
豆
七
貰
。
瀧
揮
直
七
氏
も
同
じ
見
解
で
あ
る
。
瀧
津
氏
前
掲
一

4

ニ
l
三
頁

十
五
年
人
・
七
六
圏
、
十
六
年
六
・
O
八
回
、
十
七
布
五
・
=
一
七
問
、
十
八
年
六
・
1
0回
(
「
祇
幣
墜
理
L

前
掲
二
四
六

l
七
頁
)

グ
明
治
初
期
の
イ
ン
プ
レ
l

シ
ョ
ン
M
M

第
七
十
四
告

ブし

第
六
披

七



グ
明
治
初
期
の
イ
ン
y
レ
I

V

ョン
d

第
七
十
四
巻

プ五

第
六
按

f、

(4) (3) 

明
治
財
政
広
第
十
一
巻
二
一
七
頁

明
治
財
政
且
第
十
一
春
四
C
大
頁

次
に
現
資
の
物
債
騰
貴
率
は
東
京
一
般
物
債
指
数
に
よ
れ
ば
、
債
格
標
準
の
事
質
上
の
明
下
率
か
ら
理
論
的
に
計
算
さ
れ
た
物
債
騰

費
率
(
と
れ
は
先
の
伺
持
標
準
円
切
干
に
よ
る

a
匁
の
観
孟
の
新
伺
持
に
一
闘
す
る
計
算
と
岳
〈
同
じ
計
算
で
輩
出
L
得
、
騰
貴
車
は
三
一
一
一
財
と
な
る
)
と

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
と
が
注
意
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
二
表
参
照
)
。

貿
易
は
惚
綬
的
な
入
超
士
示
し
て
い
る
(
第
二
表
)
。
こ
わ
は
イ
ン
フ
V

に
主
る
圏
内
物
偲
騰
貴
の
た
め
に
職
出
不
振
に
陥
っ
た
こ
と
、

及
び
同
じ
く
イ
Y
7
ν

に
上
る
地
主
階
級
そ
の
他
の
増
加
購
買
力
が
職
入
商
品

r向
っ
た
と
と
に
よ
る
。

鴛
替
相
場
は
連
年
下
落
し
て
い
る
(
第
二
表
)

3

一
元
凍
、
震
春
取
引
は
資
本
の
貸
付
行
詰
て
あ
る
か
ら
そ
ど
に
仕
利
子
が
生
じ
て
く
る
。

さ
b
k
銀
行
が
介
在
す
る
に
至
れ
ば
、
布
場
利
子
が
誼
加
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
現
賓
の
参
着
党
替
相
場
は
、
貸
付
元
本
+
潟
替
利
子

+
(
そ
の
舟
聞
の
)
市
場
利
子
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
己
白
黙
を
考
鳳
し
づ
っ
矯
替
相
場
白
下
落
の
原
因
を
考
へ
て
み
る
に
、
モ
れ
は

ご
つ
あ
る
。
先
ず
第
一
は
、
債
格
標
準
の
事
質
上
の
明
下

i
物
債
の
名
目
的
騰
貴
↓
入
超

i
支
梯
差
額
の
逆
調
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
決
済
む
た
め
に
鴛
替
需
要
が
増
大
し
て
マ
イ
ナ
ー
の
利
子
が
増
大
し
た
こ
と
て
あ
る
。
第
三
の
原
因
は
金
銀
比
債
の
媛
動
ゼ
あ
る
。

世
界
白
金
銀
比
債
を
み
る
に
銀
債
は
、

F
イ
ツ
の
金
本
位
制
採
用
(
明
治
六
年
)
を
契
機
と
し
て
明
治
八
年
頃
よ
り
下
落
し
始
め
た
。

壬
れ
は
、
生
産
費
の
減
少
を
伴
っ
た
生
費
額
の
増
大
、
及
び
各
国
白
金
本
位
制
恥
探
用
・
銀
縁
遺
停
止
等
の
需
給
関
係
の
嬰
化
に
基
ず
く

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
因
に
よ
る
銀
債
の
縦
横
的
左
下
落
は
、
銀
貸
園
が
金
貨
図
に
針
し
て
平
債
を
櫨
槙
的
に
引
下
げ
る
の
と

同
じ
作
用
を
及
ぼ
す
。
と
こ
ろ
ゼ
震
替
相
場
の
一
構
成
部
分
た
る
貸
付
元
本
は
、
年
使
。
こ
心
ょ
う
友
引
下
げ
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け

る
か
ら
、
震
替
相
場
は
下
落
す
る
わ
け
で
あ
る
。



官
引
に
企
業
活
動
欣
況
を
み
る
に
、
合
吐
資
本
金
総
額
は
明
治
十
年
四
六
高
岡
、
十
一
年
八
九
高
閲
、
十
一
一
・
三
年
一
一

O
高
圏
、
十

四
年
二
八

O
O高
固
と
急
激
に
増
加
し

τ
い
る
。
し
か
し
た
叫
が
ら
己
れ
ら
は
何
れ
も
小
規
蜘
で
あ
り
、
互
つ
商
業
資
本
的
色
彩
が
弧
く
、

多
く
は
投
機
取
引
に
従
一
ツ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
曾
祉
の
増
加
が
、
ィ

y
プ
レ
の
最
も
準
行
し
た
十
三
一
1
1
十
四
年
に
、
最

高
潮
に
迭
し
た
尉
に
現
わ
れ
て
い
る
。
ィ
ン
7
ν

が
栢
嘗
進
行
す
る
と

G

W

p

w

σ

に
よ
る
利
潤
D
獲
得
(
ナ
な
わ
ち
生
涯
遁

輯
を
程
た
伺
値
噌
殖
)
よ
む
も
、
よ
り
端
的
に

G
l
w
G
に
示
さ
れ
る
資
本
同
時
白
且

H
流
通
過
程
に
お
い
亡
利
潤
を
得
ょ
う
と
し
て
、

資
本
が
大
量
に
そ
と
に
逃
避
す
る
こ
と
は
、
イ
ン
7

v
に

通
有
の
現
象
で
あ
る
。
己
の

G
w
j
σ
は
貨
は
商
業
費

表四第

14年13年11年
¥¥年次明泊

項目¥¥ 羽生1' 1

1O.} 14.0 13.0 手リ金

16口口18.63 21.14 
四

21.92 奮公債

54.97 53.00 65.04 65日3

85.00 92οo 97.82 101.58 

69.5口71.85 81.31 83占。

60.00 73.50 V8.19 79.71 

210.00 

199-16 I 159.02 

8山 217.95

グ
明
治
初
期
り
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
H

157.0会

J44.7.5 201号95

118.81 
m 

107.15 

新公債

除
債
企
使
業
債
式
株
観
昧
商
株
一

分

品

〈

一

時

ド

J

献
所
一

棋

会

七

時

起

九

、

一

A

東
取
罪
干
東
宮
一

121.72 

本
の
運
動
を
一
不
士
も
の
で
あ
っ
て
、
と
れ
が
極
端
化
ず
る

と
も
つ
ば
b
投
機
取
引
に
よ
っ
て
利
潤
を
得
ょ
う
と
す
る

よ
う
に
た
る
わ
け
で
あ
る
。

瀧津直七前掲一四回頁。

衣
に
有
償
詮
雰
及
び
利
子
率
は
づ
い
て
み
よ
う
。
第
四

表
に
よ
れ
ば
、
利
子
奉
仕
上

P
、
有
償
詮
券
慣
格
は
下
落

し
て
い
る
。
西
甫
の
役
を
契
機

ιす
る
木
換
紙
幣
の
増
強

-
債
格
標
準
の
事
賃
上
の
切
下
↓
物
債
騰
貴

l
以
前
L
問

一
規
模
て
り
商
工
業
維
持
に
要
す
る
名
目
貸
幣
額
の
増
大

ー
銀
行
に
封
す
る
貸
付
資
本
需
要
の
増
大

L
利
子
率
よ
昇
。

さ
b
に
前
述
白
投
機
取
引
が
盛
に
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の

第
七
十
四
巻

一
二
九
四

第
六
弦

九



グ
明
治
初
期
の
イ
ン
フ
レ

I

Y
ョ
y
n
H

第
七
十
四
巷

九
五

第
六
畳

O 

た
め
の
資
金
需
要
が
増
大
し
、
こ
り
一
由
か
ら
も
利
子
率
引
か
上
昇
し
た
己
と
は
容
易
に
現
解
し
得
る
と
己
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
利
子
率
と

有
償
設
券
債
格
が
正
反
封
の
方
向
に
密
接
友
関
聯
を
も
っ
て
話
動
ず
る
こ
と
は
、
周
知
白
事
賢
て
あ
る
か

b
、
こ
れ
以
上
燭
れ
な
い
。

最
後
に
賃
銀
の
動
さ
に
つ
一
い
て
n

第
五
支
は
東
京
の
弊
働
者
の
一
例
主
一
部
ナ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
士
第
三
表
白
米
債
騰
貴
の
動
き

第主表

記出量包主主一
10年 I 0.1口5I 0.062 

12年 I 0.163 I 

(1) I貨幣制度調査曾報告」

前掲三一四~玉頁

(2) 日給

と
比
較
す
れ
ば
、
賃
銀
の
よ
昇
率
は
甚
だ
し
く
濯
れ
、
且
ヲ
上
昇
率
は
盗
か
に
低
い
。

し
た
が
っ
て
質
賃
貸
銀
の
下
落
は
大
巾
且
つ
念
激
て
あ
る
。

註

ω
川
合
一
郎
「
矯
替
相
場
の
本
質
」
(
大
阪
市
大
経
替
研
究
第
九
読
)
品
世
間

何
刷
拙
稿
前
掲
参
照

同
州
明
拍
十
四
年
末
の
一
一
昨
営
羽
資
本
金
は
柿
か
一
再
者
千
固
に
す
ぎ
な
い
(
東
洋
担
酔
新

報
社
「
明
泊
大
正
同
勢
総
覧
」
一
九
八
頁
)
。

第
三
章

以
下
そ
れ
に
封
す
る
政
府
の
針
策
を
論
ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。

以
上
、
イ
ン
7
ν
の
原
因
及
び
イ
ン
ア
ν
下
心
諮
現
象
を
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、

イ
Y
プ
レ

1
シ
ョ

y
に
針
す
る
政
府
の
調
策

政
府
は
大
別
し
て
五
つ
の
封
策
を
採
ワ
た
が
、
そ
の
多
く
は
誤
ワ
た
イ
ン
フ
レ

1
シ
ョ

Y

把
握
に
立
脚
し
て
い
た
た
め
失
敗
し

7こ
付
銀
の
責
出
。
物
債
総
費
は
常
に
洋
銀
相
場
の
動
き
に
遅
れ
た
。
そ
こ
で
「
十
て
十
三
雨
年
間
は
紙
幣

ω債
は
下
落
せ
る
に
非
ず
、

又
共
護
行
も
過
多
な
る
に
非
ず
、
銀
貨
に
濁
し
て
差
あ
る
は
洋
銀
の
騰
貴
せ
る
に
白
れ
る
在
仏
」
と
の
設
が
朝
野
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。

政
府
は
こ
の
よ
う
友
認
識
の
下
に
銀
債
騰
賓
の
抑
制
を
決
意
し
、
明
治
十
二
年
四
・
五
月
頃
よ
り
園
庫
中
の
銀
貨
二
回

O
高
国
徐
を
第



二
園
立
・
三
井
の
雨
銀
行
に
託
し
て
、
密
か
に
市
場
に
費
問
さ
せ
た
。

固
(
六
月
)
へ
下
落
し
た
が
、
費
出
が
や
宇
緩
慢
に
な
る
と
(
七
月
)
再
び
騰
貴
し
始
め
て
、
十
一
一
一
年
=
一
月
に
は
一
・
四
三
五
幽
に
た
っ

こ
の
た
め
銀
債
は
一

-
二
四
七
闘
(
四
月
)
よ
り
一
・
一

O
一一

た
。
そ
こ
て
政
府
は
同
年
凹
・
五
月
頃
よ
り
第
一

-
第
二
・
=
一
井
銀
行
を
し
て
銀
貸
六

O
O高
岡
飴
を
再
び
費
出
さ
せ
た
。
り
て
の
た
め

-
五
四
九
園
(
四
月
)
よ
り
一
・
=
一
六
七
回
(
六
月
)
へ
下
落
し
た
が
、
入
超
の
た
め
再
び
騰
貴
し
始
め
て
、
九
月
に
は
一
・
四
八
九

固
に
た
っ
た
り
r

元
来
己
の
封
策
は
、
不
換
紙
幣
の
増
強
l
債
格
標
準
の
事
史
上
白
切
下

i
物
侵
及
び
銀
債
総
貴
怠
る
イ
Y
7
ν

白
木
質

を
見
誤
り
、
償
格
標
準
の
却
下
の
二
つ
の
結
果
た
る
銀
債
白
騰
貴
と
物
償
騰
貴
と
に
着
服
し
て
、
一
方
を
他
方
の
原
因
と
考
え
、
そ
の

矯
正
に
よ
っ
て
物
侵
騰
貴
を
抑
制
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
イ
ン
フ
レ
の
本
質
K
ふ
れ
た
封
策
で
は
あ
り
得
ず
、
成
功
す
る

管
も
ふ
な
く
、
政
府
も
以
後
こ
の
方
策
は
描
棄
し
た
。

H
H
洋
銀
取
引
所
・
積
演
正
銀
銀
行
白
設
立
υ

吉
き
に
引
用
し
た
洋
銀
取
引
所
設
立
に
闘
す
る
大
阪
大
赦
郷
の
太
政
大
臣
へ
の
土
申
書

は
、
洋
銀
投
機
の
原
因
を
「
公
許
設
立
の
取
引
所
」
が
な
い
黙
に
求
め
、
「
此
際
至
念
横
演
に
於
て
洋
銀
取
引
所
一
筒
所
設
立
白
儀
御
許

司
相
成
度
、
然
る
に
於
て
は
:
前
僚
の
如
き
空
相
場
取
引
を
な
さ
し
め
ず
、
随
て
其
天
然
の
債
格
に
復
せ
し
む
る
を
得
べ
き
は
:
豪
も

民
」
な
さ
と
己
ろ
と
述
べ
て
い
る
。
銀
債
騰
貴
の
抑
制
、
こ
れ
を
目
的
と
し
て
政
府
は
十
ご
年
二
月
横
積
洋
銀
取
引
所
を
設
立
し
た
の

で
あ
る
u

積
損
豆
金
銀
行
は
、
「
政
府
が
銀
貨
の
騰
貴
を
防
く
た
め
、
貨
施
し
た
る
重
な
る
方
略
の
一
」
と
し
て
十
三
一
年
二
月
開
業
し

た
。
こ
の
よ
う
た
封
策
を
講
じ
た
ゆ
え
ん
は
、
政
府
が
「
洋
銀
の
依
之
に
よ
り
其
償
格
騰
貴
し
、
其
債
格
の
騰
貴
に
よ
り
銀
紙
の
聞
に

差
債
を
生
ず
る
に
至
る
と
の
訟
を
深
く
伊
」
じ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ナ
沿
わ
ち
洋
銀
取
引
所
・
主
主
銀
行
の
設
立
は
、
先
の
銀
の
費
出

と
同
じ
く
政
府
が
イ
Y
7
ν

の
本
質
を
誤
認
し
た
己
と
に
よ
る
訣
れ
る
制
策
て
あ
る
。
し
た
が
っ

τこ
れ
ら
は
、
れ
れ
も
そ
白
目
的
た

る
銀
債
の
騰
貴
を
抑
制
て
き
た
か
っ
た
ば
か
り
で
注
く
、
政
策
自
慌
が
一
貫
性
を
持
ち
特
な
か
っ
た
の
て
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
例

グ
明
治
初
期
の
イ

ν
ア
レ

1
1
v
ョ
ン
d

第
十
七
四
巻

プL
J 、

葬
式
競



F
明
泊
初
期
の
イ
ン
フ
レ
1
シ
ョ

y
u
H

第
七
十
四
巻

三
九
七

第
六
域

を
取
引
所
に
閥
ナ
る
政
策
に
み
る
己
と
が
で
さ
る
。

同
銀
貨
取
引
所
・
株
式
取
引
所
に
沿
け
る
取
引
の
制
限
。

i
二
年
九
月
政
府
は
東
京
・
大
阪
雨
株
式
取
引
所
に
あ
け
る
金
銀
貸
白
取

引
を
許
し
、
さ

b
に
横
演
洋
銀
取
引
所
を
横
潰
取
引
所
と
改
稿
さ
せ
て
、
洋
銀
の
み
な

b
ず
金
銀
貨
の
取
引
を
許
し
た
。
こ
れ
は
銀
債

上
昇
抑
制
の
た
め
取
引
所
を
設
立
し
た
最
初
心
趣
旨
に
従
っ
た
も
り
で
あ
る
。
し
か
る
に
銀
債
は
ま
ず
ま
ず
上
り
、
十
三
年
四
月
に
は

一
・
五
七
九
固
に
達
し
た
。
そ
己
て
政
府
は
騰
貴
白
原
悶
を
取
引
所
に
お
け
る
投
機
に
求
め
、
金
銀
貨
白
取
引
を
禁
止
し
た
。
次
い
て

株

式

取

引

所

僚

令

を

改

正

し

、

さ

b
に

同
年
末
に
は
銀
慣
が
ま
す
ま
す
騰
貴
し
た
の
て
、
政
府
は
断
然
金
銀
貨
の
取
引
を
禁
ず
べ
し
と
の
設
が
起
っ
た
が
笠
施
さ
れ
な
か
っ
た
の

こ
臼
よ
う
に
洋
銀
取
引
所
に
封
す
占
政
府
の
封
策
は
、
常
に
動
揺
し
て
一
貫
性
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
モ
れ
は
し
ば
し
江

指
摘
し
た
よ
う
に
、
政
府
が
イ
Y

フ
レ
白
木
質
を
把
握
し
得
た
か
っ
↑
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
白
て
あ
る
。

五
月
金
銀
貸
取
引
を
再
び
許
し
た
が
、

同
月
中
に
は
再
び
其
定
期
貸
貨
を
禁
止
し
て
い
る
。

註

(6)恒)(4) (日)(2) (1) 

「
紙
特
整
理
」
前
福
二
一
ニ
頁

明
治
尉
政
且
第
十
二
春
一
五
一
一
三
頁

明
治
財
政
良
第
十
一
春
闘
O
七
頁

「
栴
幣
整
理
」
前
萌
ニ
一
四
瓦

「
紙
幣
整
理
」
前
幅
二
二
三
且

以
上
の
伎
症
は
「
紙
幣
整
理
」
前
掲
二
一
一

=
l四
頁
に
よ
っ
た
。

同
開
殖
産
興
業
。
以
よ
三
つ
の
封
策
は
、
何
れ
も
銀
債
の
抑
制
を
通
じ

τイ
ン
フ
レ
を
克
服
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
つ
ぎ
に

生
産
の
昂
揚
主
通
じ
て
イ
Y

7

V
を
抑
制
せ
ん
と
し
た
針
策
に
つ
い
て
見
ょ
う
。
お
も
う
に
こ
の
よ
う
な
針
策
の
根
底
に
は
以
下
の
よ

う
な
論
理
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
い
わ
く
、
物
債
騰
貴
の
原
凶
は
洋
銀
相
場
白
騰
貴
に
あ
り
、
洋
銀
白
鴎
貴
は
玉
貨
の
依
乏
に
由
来
す



る
。
正
貨
快
乏
の
原
因
は
入
超
に
あ
り
、
入
超
は
園
内
産
業
心
不
振
に
由
来
す
る
、
故
に
産
業
を
興
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
。
政
府
は
か

か
る
認
認
の
下
に
準
備
金
を
支
出
し
て
民
聞
に
貸
付
け
、
或
は
官
瞥
工
場
金
設
置
し
た
。
準
備
金
総
額
五
二

O
O高
園
中
二
三
一

O
O寓

国
は
こ
む
た
め
に
支
出
し
た
の
ぞ
あ
る
が
、
保
護
を
受
け
た
民
間
産
業
の
多
く
は
失
敗
し
、
貸
付
金
は
回
収
不
世
に
陥
っ
た
。
生
産
む

上
昇
士
通
じ
て
イ
ン
フ
レ
を
抑
制
せ
ん
と
す
る
立
場
は
、
賞
は
ィ
Y

フ
レ
白
木
質
に
ふ
れ
た
重
要
友
一
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
い
ろ
ま
ぜ

も
な
く
イ
Y

フ
ν
は
、
社
舎
の
再
生
産
構
造
と
の
蓮
関
に
お
い
と
ら
へ
ら
る
ベ
さ
も
の
で
あ
り
、
そ
白
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
阜
友

る
流
通
過
程
の
問
題
て
は
な
H
。
し
か
し
た
が

b
己
白
鞘
金
銭

p
重
視
し
す
ぎ
る
と
、
却
っ
て
誤
謬
に
陥
る
。
周
知
白
よ
う
に
流
通
必

要
量
は
、
貨
幣
の
流
遇
速
度
全
一
定
と
す
れ
ば
、
そ
D
一
位
舎
で
生
産
さ
れ
た
商
品
の
債
格
総
額
(
商
品
償
絡
に
商
品
最
を
乗
じ
た
も
の
)
忙

依
存
す
る
。
生
産
の
問
題
は
、
こ
こ
で
は
、
商
品
量
及
び
商
品
債
格
の
背
後
に
あ
る
商
品
使
値
白
問
題
に
還
元
さ
れ
る
。

L
た
が
っ
て

私
見
民
主
れ
ば
、
生
産
む
問
題
は
、
イ
ン
フ
レ
の
論
理
に
お
h
て
は
、
流
通
必
要
量
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

「宜

要
た
一
一
闘
を
も
っ
」
と
言
っ
た
白
は
ま
さ
に
こ
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
る
に
1
8
Y
ア
レ
は
車
な
る
涜
遁
必
要
量
日
問
題
て
は
た
く

τ、

慣
値
闘
係
陀
碁
ず
く
と
と
た
さ
紙
券
が
増
強
さ
れ
て
現
賓
の
流
遜
量
一
か
必
要
量
を
超
土
、
債
格
槙
準
の
事
貿
よ
の
切
下
に
至
る
も
白
ぞ

あ
る
。
と
の
鮪
を
無
視
し
て
い
か
に
生
産
力
の
上
昇
に
努
力
し
て
も
、
紙
券
の
増
登
が
停
止
さ
れ
な
い
限
り
イ
Y

7

V
は
寛
服
J
し
き
た

い
の
ぞ
あ
る
。

同
刊
紙
幣
整
到
。
明
治
十
四
年
(
十
月
)
の
政
燈
前
後
で
、
政
策
櫓
首
者
の
イ

y
p
ν

の
原
因
に
闘
す
る
基
木
的
視
鮪
及
び
そ
れ
に
封
す

る
封
時
見
方
針
に
は
、
著
し
い
相
国
間
が
み
ら
れ
る
。
政
同
盟
以
前
の
捲
蛍
者
は
大
限
大
蔵
卿
、
後
に
は
大
限
参
議
・
保
野
大
蔵
卿
政
時
肥
後
の
モ

れ
は
松
方
大
蔵
卿
て
あ
る
。
大
限
・
佐
野
雨
氏
は
イ
ン
7
ν

の
原
因
を
的
確
に
個
目
「
指
し
得
ず
、
入
起
に
よ
る
正
貨
の
不
足
に
そ
の
原
因
を

求
め
て
h
る
よ
う
に
品
唱
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
雨
氏
の
イ
ン
フ
V

針
策
は
、
紙
幣
整
理
の
方
針
も
と
っ
て
は
い
る
が
確
信
が
在
く
、
寧
ろ
外

グ
明
治
初
期
の
イ
シ
ア
レ

1
シ
ヨ
ン
M
M

第
七
ト
四
者

三
九
八

第
犬
猿



wn

明
拍
初
期
の
イ
ン
ア
レ
1
シ

ョ

シ
H
M

事
七
十
四
巻

ブh

7u 

第
六
肱

国

資
の
導
入
に
重
鮪
を
h

ぶ
い
て
い
た
よ
う
て
あ
る
。
す
左
わ
ち
大
隈
卿
の
最
初
の
針
策
は
、
西
南
白
佼
に
際
し
て
強
行
さ
れ
た
輪
開
備
紙
幣
の

鈴
却
に
闘
す
る
第
八
七
脱
布

tピ
依
燥
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
同
紙
幣
白
銅
却
ぼ
、
明
治
十
一
年
よ
り
二
十
八
年
間

訟
が
甚
だ
し
く
た
る
に
フ
れ
て
、

に
完
了
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
治
よ
そ
イ
ン
フ
レ
針
策
と
し
と
白
槻
射
に
立
フ
て
い
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
は
銀
紙
の

鈴
却
期
間
を
八
年
に
短
縮
し
た
減
債
方
動
た
る
も
の
を
後
表
(
十
二
年
六
月
)
し
た
。
し
か
じ
な
が

b
世
時
商
工
業
者
は
貨
幣
資
本
の
般
乏
に
苦
し
み
、
資
本
鉄
之
・
金
利
騰
貴
の
原
因
を
通
貨
の
不
足
に
求
め
、
紙
幣
の
増
強
を
要
望
し

た
た
め
、
大
限
卿
は
モ
り
方
針
金
強
力
に
批
准
す
る
自
信
を
喪
失
し
た
。
次
い
で
大
限
・
佐
野
雨
氏
は
外
債
五
干
高
国
を
募
集
し
、
こ

れ
に
よ
フ
℃
紙
幣
を
鈴
却
し
よ
う
と
し
た

(
I
一
一
一
年
初
)
が
、
還
に
容
れ
ら
れ
た
か
っ
た
。

(
十
二
年
九
月
)

し
か
も
銀
値
は
ま
す
ま
す
上
昇
し
た
た
め
、

銀
U
-
h買
出
主
中
止

(
筒
、
先
に
越
ベ
た
朝
間
的
責
出
を
治
め
を
す
る
一
謹
の
政
策
は
す
べ
て
大
限
・
佐
野
岡
氏
に
よ
っ
て
九
連
行
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
)
し
た
後
、
酒
造
税
則
の
改
正
・
各
省
経
費
の
節
減
た
ど
山
方
策
を
採
用
し
た
が
、
銀
債
は
十
内
年
内
月
最
高
に
達
し
た
。

新
た
に
大
賊
卿
に
就
任
し
た
松
芳
伯
は
、
イ
シ
7

v
の
原
因
は
不
換
紙
幣
の
増
強
に
あ
り
物
慣
騰
貴
は
「
影
法
師
に
属
す
る
む
径
四
四
」

て
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
紙
幣
白
錦
到
に
努
め
て
迭
に
d
Y
7
v
D
克
服
に
成
功
し
た
。
そ
の
具
際
的
過
程
は
別
の
機
倉
て
論
じ
た

か
ら
と
こ
て
は
繰
返
さ
な
い

U

た
だ
問
題
は
、
松
方
伯
の
イ
ン
フ
レ
針
策
が
何
故
成
功
し
た
か
に
あ
る
。
第
一
の
地
由
は
一
石
一
一
日
う
ま
で
も

な
く
、
イ
Y

ア
レ
の
原
因
を
的
確
に
把
握
し

τい
た
こ
と
て
あ
る

U

し
か
し
そ
れ
だ
け
て
は
た
い
。
イ
ン

7
レ
は
一
の
政
策
て
あ
る
。

松
方
伯
の
就
任
営
時
イ
ン
フ
レ
政
策
の
矛
盾
が
露
呈
し
て
行
詰
り
、
モ
の
克
服
を
可
能
K
ず
る
客
概
的
保
件
が
常
時
既
に
成
熱
し
つ
づ

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
日
ぐ
た
め
心
政
策
が
と
り
あ
げ
ら
れ
成
功
し
待
た
も
の
と
者
え
れ
る
。
以
?
こ
の
黙
を
検
討
し
上
う
。

~'t 
(2) (1) 

明
治
財
政
市
民
第
十
二
桂
一
五
ニ
頁

明
治
I
一
年
よ
り
二
十
五
年
間
に
宇
回
以
ド
の
紙
作
を
柿
助
鋲
銅
賞
L
ζ

交
換
せ
ん
正
す
る
(
「
貨
政
考
宮
」
前
掲
↑
二
六
頁
)



(7) (6) (5) (4) (3) 

「
祇
符
整
理
」
前
掲
一
一
一
一
一
頁

明
治
財
政
典
第
十
二
巻
一
五
人
頁

「
紙
僻
整
理
」
前
掲
一
二
六
頁

明
治
財
政
史
停
十
一
を
一
一
一
七
頁

拙
稿
前
掲
善
照

第
四
章

イ
Y
プ
レ

1
V
ヨ

Y

の
限
界
と
克
服

明
治
絶
叫
剖
主
義
政
府
白
隠
史
的
使
命
は
、
資
本
心
本
源
的
蓄
積

l
封
建
的
空
産
闘
係
の
資
本
主
義
的
生
産
関
係
へ

P将
化
の
強
力
的

遂
行
と
い
う
貼
に
あ
っ
た
。
資
本
白
木
滅
的
蓄
積
白
板
心
は
、
祉
曾
の
生
産
手
段
心
所
有
者
と
商
品
た
る
傍
働
力
の
所
有
者
と
へ
の
分
裂

を
途
行
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
る
で
、
資
本
制
生
産
闘
係
へ
の
念
速
友
移
行
に
迫
ら
れ
て
い
た
が
ら
、
し
か
も
資
本
蓄
積
の
低
位
な
後

進
閣
心
場
合
、
特
定
白
人
々
へ
‘
の
生
産
手
段
D
集
中
に
は
、
長
り
よ
り
も
貨
幣
資
本
の
集
積
を
必
要
と
す
る
。
錆
替
舎
一
虻
・
園
立
銀
行
の
設

立
e

閥
立
銀
行
降
令
の
改
主
は
こ
り
貼
か

b
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
加
。
さ
て
周
知
の
主
う
に
利
子
生
み
資
本
心
運
動
は
G
I
G
て

一
不
さ
れ
る
。
こ
こ
に
わ
い
て
は
「
貨
幣
が
資
本
と
し
て
商
品
L

と
な
り
、
投
ん

b
の
「
雨
極
主
媒
介
す
る
行
程
な
く
し
て
」
便
値
増
殖

1
自
己

増
殖
が
行
わ
れ
る
o
す
な
わ
ち
利
子
生
み
費
本
に
お
い
て
は
、
貨
幣
資
本
が
商
品
と
な
る
と
い
う
貼

1
銀
行
安
本
が
貸
出
す
も
白
は
貨
幣

形
誌
に
お
け
る
資
本
て
あ
る
と
い
う
難
、
お
よ
び
利
子
生
み
資
本
も
そ
れ
が
資
本
で
あ
る
限
り
債
値
増
殖
を
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
知
、
こ
の
ご
黙
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
の
初
期
に
必
い
て
は
企
業
利
淵
の
増
大
i
生
産
U
疏
通
活
動
の
増
大
に
よ
る
資
本

需
婆
の
増
加
、
及
び
投
機
資
金
需
要
白
増
大
の
た
め
貸
付
資
本
に
到
す
る
一
市
要
が
特
に
増
加
し
、
そ
の
た
め
金
利
は
止
昇
し
銀
行
利
潤
は

増
加
す
る
。
明
治
九
年
の
僚
令
改
正
前
と
十
一
一
年
と
を
比
較
す
れ
ば
、
図
寸
一
銀
行
は
行
政
に
お
い
て
一
一
一
八
倍
以
上
、
資
本
金
額
に
ー
お
い
て

グ
明
治
初
期
自
イ
ン
フ
レ

1
シ
ョ
ン
d

第
七
十
四
桂

同

0
0

第
六
按

三玉



， 

n
H

明
治
初
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
H

部
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十
四
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圃

O 

第
六
時
硝

六

，
 

約
l
一
仇
に
増
加
し
た
理
由
の
一
班
は
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ン
プ

ν
が
進
行
す

H
ば、

G
i
G
+
g
に
お
け
る
巨
(
利
子
)

白
賢
質
的
慣
値
が
、
金
利
の
土
井
に
も
か
か
わ
ら
ず
漸
衣
下
落
し
亡
ゆ
く
。
の
み
た
ら
ず
銀
行
は
、
商
己
O
提
供
す
る
商
品
た
る
貸
幣

費
本
そ
む
も
り
絶
え
ざ
る
減
僚
に
脅
中
か
さ
れ
る
よ
う
に
た
る
。
銀
行
は
己
の
一
ょ
う
た
窮
境
に
際
し
℃
は
、
利
子
卒
の
引
上
に
よ
る
貸

出
の
制
限
に
よ
っ
て
自
己
を
防
衛
官
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
資
本
蓄
積
の
低
位
性
の
故
に
、
貨
幣
資
本
を
集
積
し
て
産
業
を
育
成
せ

ん
と
す
る
方
策
の
危
機
主
意
味
す
る
。
こ
こ
に
イ
ン
ア
ν
の
矛
盾
が
露
呈
し
、
そ
む
克
服
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
松

方
伯
が
イ
ン
プ
レ
の
幣
害
に
つ
い
て
「
紙
幣
む
増
強
は
-
貨
幣
の
需
要
を
増
加
し
、
加
う
る
に
営
初
殺
打
の
た
め
に
一
時
利
子
歩
合
の

減
少
す
る
が
た
め
各
種
の
事
業
主
膨
脹
せ
し
め
、
そ
の
卒
成
す
る
に
及
ん
で
物
債
の
騰
貴
に
遭
遇
し
、
強
想
外
の
費
用
を
要
し
須
山
穴
に
し

て
借
財

ω請
求
を
増
加
し
、
大
に
利
子
歩
合
世
帯
挫
し
、
百
業
随
っ
て
芸
刷
出
し
図
引
の
退
歩
主
派
す
U

と
連
べ
て
い
る
の
も
か
か
る
見

地
か
ら
嘘
解
す
ザ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
松
方
伯
山
就
任
官
時
、
イ
ン
フ
レ
は
そ
の
限
田
仰
に
到
達
し
つ
づ
あ
っ
た
も
白
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か

b
ば
イ
Y

7

V
白
克
服
を
積
極
的
に
可
能
と
し
た
と
こ
ろ
の
、
営
時
成
熟
し
ワ
つ
あ
う
た
客
観
的
伏
勢
と
は
何
か
。

明
治
十
年
の
減
租
及
び
十
一
年
以
降
の
イ
y
フ
V

が
地
主
階
級
に
有
利
に
作
用
し
た
こ
と
は
既
謹
白
通
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
従

古
川
地
租
の
酉
か
ら
質
的
障
に
押
さ
れ
て
自
由
民
権
運
動
に
加
盟
し
た
地
主
を
漸
次
脱
税
せ
し
め
る
に
一
企
り
、
と
れ
が
干
が
て
は
自
由
濃
の

解
韓
(
十
七
年
)
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
〈
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
明
治
政
府
は
自
己

ω
階
級
的
恭
礎
を
イ
ン
フ
レ
の
中
て

よ
り
強
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
自
小
作
・
小
作
農
民
は
イ
ン
7

V
に
よ
っ
て
牧
奪
さ
れ
た
。
次
に
多
額
の
余
録
公
債
所

有
者
(
嘗
藩
主
・
上
層
士
技
)
ぽ
闘
立
銀
行
白
設
立
を
る
形
て
資
本
制
生
産
の
中
へ
組
み
入
れ
ら
れ
売
の
に
反
し
、
一
「
居
士
族
は
イ
ン
7

v

の
遁
程
て
、
モ
白
所
有
公
債
を
安
く
買
い
叩
か
れ
て
プ
ロ
ア
グ
リ
7
へ
碍
落
し
て
ゆ
く
。
さ
b
に
弊
働
者
・
給
料
生
活
者
の
地
位
は
悪

化
す
る
。
己
心
よ
う
に
一
方
に
お
け
る
特
権
的
政
商
・
銀
行
斉
木
・
地
主
と
、
他
方
に
お
け
る
プ
ロ

ν
グ
リ

7

ト
・
貧
農
、
と
い
う



二
大
階
級
へ
の
分
化
が
女
第
に
明
確
に
怠
っ
て
き
た
。
と
白
よ
う
に
イ
Y
フ
レ
は
客
観
的
に
は
、
資
本
の
本
源
的
蓄
積
を
推
進
す
る
役

割
を
果
し
た
の
で
あ
づ
て
、
一
位
舎
に
お
け
る
一
一
大
階
級
の
形
成
は
来
る
べ
き
産
業
資
本
心
形
成
展
開
八
の
展
墜
を
奥
え
る
も
の
で
あ
わ

J

、

先
に
趨
ベ
た
客
観
的
敗
勢
む
成
熟
と
は
一
世
舎
の
二
大
階
級
へ
の
分
裂
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
イ
ン
フ
レ
の
克
服
は
、

一
方
に
お
け
る
イ
ン
フ

ν
政
策
の
限

A
と
モ
の
行
詰
り
、
他
方
に
治
け
る
モ
白
克
服
を
可
能
に
す
る
客
観
的
批
勢
の
成
熟
、
に
よ
っ
て

必
然
的
に
要
請
さ
れ
可
能
と
友
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

註

(4) (日)(2) (1) 

「
歪
本
論
」
第
三
巻
上
高
畠
謬
三

O
O頁

「
読
本
論
」
前
掲
三
四
九
頁

「
貨
世
帯
豊
」
前
掲
阿
=
一

O
及
び
四
八
六
頁

明
惜
財
政
見
第
十
一
巻
二
二
八
九
頁

以
ム
明
治
初
期
イ

γ
フ
レ

l
シ
ョ

y
に
闘
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
衣
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
イ
ン
フ
レ
は
、
な
ん
ら
む

債
値
関
係
に
基
ず
く
己
と
な
さ
紙
表
白
後
行
ー
そ
の
流
通
必
要
量
の
超
過
↓
そ
の
代
表
す
る
金
量
の
減
少

l
債
格
標
準
の
事
宜
上
の
切

下

L
物
侵
む
名
目
的
機
賞
な
る
過
程
士
経
る
と
己
ろ
白
、
優
れ
て
流
遁
過
程
に
関
聯
し
た
問
題
て
あ
り
、
計
算
貨
幣
心
機
能
の
問
題
と

し
て
本
質
的
に
は
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
た
b
た
い
。
こ
の
賠
を
誤
認
し
た
こ
と
が
、
明
治
政
府
の
イ
y
フ
レ
針
策
を
カ
リ
カ
チ
ュ

7
ラ

イ
ズ
し
た
根
本
原
悶
て
あ
る
o

だ
が
、
イ
ン
フ
レ
は
出
品
在
る
貨
幣
問
題
て
は
な
く
し
て
、
さ
ら
に
一
心
政
策
て
あ
る
叶
酬
が
常
慮
さ
れ
友

け
れ
ば
な
b
た
い
。
蛍
時
心
イ
ン
フ
レ
は
、
政
策
的
に
は
資
本
の
本
源
的
蓄
積
士
推
進
す
る
役
割
を
某
し
、
来
る
へ
吉
産
業
資
本
の
形

成
後
展
へ
の
展
撃
を
呉
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

グ
明
治
初
期
の
イ
ン
フ
レ
l
シ
ョ
シ
uu

第
七
十
四
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四
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